
目

令和 7年度予算見積調書(12月補正予算) 課室名:

説明事業

医療人材課
担当名: 看護・医療人材担当

内線: 3543 (単位：千円)
会計

S4 看護師等養成所運営費 一般会
計

衛生費 医薬費
項

保健師等指導
管理費

看護師等養成所運営費補助
番号 事業名

事 業
期 間

昭和46年度～ 根 拠
法 令

看護師等の人材確保の促進に関する法律

款

針路 03
分野施策 0304

１　事業概要 ５　事業説明
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　看護職員不足の改善と、看護基礎教育の質の向上を図
るため、看護師等養成所の運営に必要な経費を補助し、
看護師等の確保を促進するとともに、看護師等養成所の
養成力の強化を図る。

　看護師等養成所運営費　　　81,446千円
　

（１）事業内容
　　  看護師等養成所の運営に係る費用の補助　724,836千円
　　　・補助対象課程数　47課程（民間立46課程、公的立1課程）

（２）事業計画
　　　看護師等養成所に対し運営費を補助

（３）事業効果
　　　県内看護師等養成所で看護職員が養成されることにより、看護職員不足の改善が図られる。
　　　【活動指標（アウトプット）】看護師等養成所の運営に関する補助（47課程,724,836千円）
　　　【成果指標（アウトカム）】看護師等養成所の運営が安定し、国家試験合格率が95.9％（前回全国平均）、
　　　　　　　　　　　　　　　　准看護師資格試験合格率が100％、卒業した学生のうち県内に就業した人数が2,001
　　　　　　　　　　　　　　　　人に増加する。

（４) 過去5年の実績
　　　令和7年度　 47課程に対し補助予定（民間立46課程、公的立1課程）
　　　令和6年度　 46課程に対し補助（民間立45課程、公的立1課程）
　　　令和5年度　 46課程に対し補助（民間立45課程、公的立1課程）
　　　令和4年度　 43課程に対し補助（民間立42課程、公的立1課程）
　　　令和3年度　 43過程に対し補助（民間立42課程、公的立1課程）

（５）補正の理由
　　　地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準単価の一部改定を踏まえ、令和７年度における埼玉県看護師等
　　養成所運営費補助金における単価を改定するもの。

２　事業主体及び負担区分
（１）民間事業者（県10/10）事業者0　※基金充当
（２）公的事業者（県10/10）事業者0

３　地方財政措置の状況
　普通交付税（単位費用）
（区分）衛生費（細目）医療行政費
（細節）看護師・保健師・助産師費
（積算内容）看護師養成所運営費補助金

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.6＝5,700千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
補正後の
予算額繰 入 金

決定額 81,446 75,955

現計額 643,390 629,810 13,580

― 保健医療部 4 ―

介護・医療体制の充実

5,491 724,836

医師・看護師確保対策の推進



 

事業名

単位事業名 予算額 81,446千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 補正予算額 対前年度増減額

繰入金・ 75,955 ―
地域医療介護総合確保基金繰入金

一般財源 5,491 ―

合計 81,446 ―

　
○歳出 （単位：千円）

節 補正予算額 対前年度増減額

負担金、補助及び交付金 81,446 ― 看護師等養成所への補助金
１施設当たり補助額（増額分）993千円～5,491千円

合計 81,446 ―
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